
ご退職後の健康保険について（ご案内）

ご退職後も、健康保険には必ず加入いただくことになります。

以下の『退職後の健康保険について』を参考に、定められた期間内に、ご

自身で加入手続きを行ってください。

※退職後、空白期間なく再就職（健康保険に加入）される場合は除きます。

〇退職後の健康保険について

① 医療費
資格がなくなった期間に健康保険を使用して医療機関などを受診されていた場

合は、自己負担分を除いた医療費(総医療費の７割～８割)をお返しいただきます。

② 給付金
資格がなくなった期間に健康保険から支給された傷病手当金や高額療養費など

の給付金を受給していた場合は、支給されたその給付金の全額をお返しいただき
ます。

退職されたご本人様 へ

【健康保険の加入（退職）に関する証明書について】
・国民健康保険に加入する等で必要な場合は、ご自身で年金事務所にて発行手続きを行って
ください。

・退職の際には、事業所（事業主）から年金事務所に「資格喪失届」の手続きがなされます。
証明書の発行は、「資格喪失届」の提出日以降となりますのでご注意ください。
（証明書の発行についての詳細は、年金事務所へお問合せください）

加入先
協会けんぽの
任意継続

市町村の
国民健康保険

ご家族の健康保険の
被扶養者

手続き先
お住まいの都道府県の

協会けんぽ支部
お住まいの

市町村役場
ご家族の

勤務先

加入条件

・退職日までに被保険
者期間が継続して2か
月以上あること
・退職日の翌日から20
日以内に加入の手続き
をする（資格取得申出
書を提出する）こと
（必着）

お住まいの市町村役
場の国民健康保険担当
課までお問合せくださ
い

ご家族が加入してい
る健康保険の被扶養者
としての認定基準を満
たすこと（ご家族の勤
務先にお問合せくださ
い）

保険料

退職前の給与から控
除されていた保険料を
約2倍した額
※上限あり

前年の所得や加入す
る世帯の人数などによ
り決定（詳細は、お住
まいの市町村役場の国
民健康保険担当課まで
お問合せください）

被扶養者の保険料負
担はなし

退職日の翌日以降、退職前の健康保険の資格による受診はできません。
使えなくなった資格確認書（保険証※）は、速やかに事業所へお返しください。
（※保険証は令和7年12月2日以降は、返却不要）

【お問い合わせ先】
業務グループ ℡：0742-30-3700（自動音声案内①番）
営業時間：平日８:30～17:15（土日祝・年末年始除く）


